
    中央市地域公共交通活性化協議会    

○コミュニティバスの実証運行 

市民ニーズにあった移動手段の確保、JR身延線への乗り継ぎ円滑化による生活交通の確保・充実を目標とし、市内の公共施設
や商業施設を結ぶコミュニティバスの実証運行等の事業を実施する。 

概 要  

平成２０年８月１２日設置 
平成２１年３月１３日連携計画策定  

 

 
 
 
 
 

実施する事業 
地図・写真等を添付 

 
 
 
 
 

中央市コミュニティバス実証運行事業 
 △実施主体：中央市地域公共交通活性化協議会（委託先：山梨交通  
観光バス(株)）  
 △根拠規定：道路運送法第２１条による。 
 △運行経路：中央市内（豊富地区～玉穂地区～田富地区）  
 △運賃：乗車１回につき２００円、中学生以下、高齢者（６５歳以上）障  
がい者の運賃は１００円 
 △運行車両：中型バス（乗車定員５３名） 
 △運行回数：１日４往復 △運行期間：平成２２年４月１日～平成２  
２年３月３１日 
  


